
北 海 道 養 鶏 と 鶏病について

滝川畜産試験場 米道裕弥

北海道における主要鶏種とその性能

54年 2月 1日現在における全国の採卵鶏飼養戸

数は 24万 8300戸で前年に比べて 11%減少し，

5年前の 3分の 1となった。一方成鶏めすの飼養羽

数は 46年をピークに，その後，鶏卵の生産調整な

どから 50年迄減少を示したが， 51年からは微増傾

向に転じ， 54年には 1億 2，400万羽(前年並)と，

46年のピーク時とほぼ同じ水準に達し7こ。 この結

果一戸あたりの飼養羽数は， 49.8羽と最近 10年間

に 7倍に達している。現在わが国で飼養されている

採卵場は，その殆どがし、わゆる外国鶏種で銘柄は数

種に及んでいるo 外国鶏種は抗病性，均一性など在

来国産鶏に比べて経済能力が優れていたことから，

小規模な騨卵場が統合，吸収される中で，種鶏の殆

どが外国鶏種におきかえられてしまっTゐこのよう

な現状から，国の畜産試験場，家畜衛生試験場，種

畜牧場および都道府県の畜産(養鶏)試験場と民間

との協力体制を組んで作出された「ノーリン 10Ij 

後藤勝卵場の数銘柄， Iホシノクロス」など外国鶏.

に必敵する経済能力を持つ産卵鶏が作出され，北海

道においても全国の組合せ検定試験成績の中で優秀

な成績を示した「滝川zp Jの育種改良が続けられ

表1. わが国における採卵鶏の飼養戸数，飼養羽数の推移

年次
鶏飼養戸数 指数

総飼養羽数 指数 成(1め，0す00羽~数 指数 鶏(1卵，00生0個産)量(り 指数
成めす1羽当

指数|
伊〉 (1，0005fD たりi翻障量

30年 4，507，500 100 45，715 100 39，588 100 6，742，880 100 176個 100 I 

35 3，838，600 85 54，627 119 44，5 00 112 9，559，606 142 204 116 

40 3，243，100 72 120，197 263 88，090 223 18，625，000 276 219 124 

41 2，167，000 61 114，500 250 81，2 4 0 205 18，707，000 277 224 127 

42 2，508，400 56 126，043 276 89，030 225 23，307，000 346 227 129 

43 2，192ρ50 49 131，084 287 97，502 246 24，693，500 366 230 

44 1，941，000 43 157，29.2 344 109，9.10 278 27，89.8，000 414 234 133 

45 1，703，000 38 169，277 370 118，201 299 29，9.55，000 444 253 144 

46 1，373，000 30 172，226 377 123，9.06 313 1，801，319 100.0 14.54k9 100.0 

47 1，058，000 23 164，034 359 121，277 306 1，79.4，076 99.6 14.79 101.7 

48 842，9.00 19 163，512 358 121，004 306 1，800，186 14.8 8 102.3 I 

49 660，700 15 160，501 351 120，865 305 1，79.3，553 99.6 14.76 101.5 

50 509，800 11 154，504 338 116;420 294 1，787，899 99.3 15.36 105.6 

51 386，100 9 156，534 342 117，738 297 1，859，418 103.2 15.79 108.6 

52 328，700 7 160，550 351 120，812 305 1，882，774 104.5 15.58 107.2 

53 278，500 6 165，675 362 123，818 313 1，968，178 109.3 15.90 109.4 

54 248，300 6 166，222 364 123，720 313 
L 一 一

(也 1.農林水産省統計情報部。

2. 飼養農家数，飼養羽数，成鶏羽数は 2月 1日現在。鶏卵生産量，産卵個数は年間。

3. 昭和 35年以前は鹿児島県大島郡を含んでいない。

4. 昭和 40・41年の成鶏めす羽数，鶏卵生産量には，種鶏，種卵を含んでいない。

5. 昭和 42年より産卵個銑昭和 43年より総飼養羽数および成めす羽数は統計方法が変わったため，前年と統計の

連結性はないD

6. 昭和 46年から産卵生産量で示されるo(単位トン)それまでは個数(千個)。

7. 昭和 48年から飼養戸数・飼養羽数には沖縄県を含む。 49年から鶏卵生産量に沖縄県を含む。

8. 指数は昭和30年を 100として表示
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表 2 主な外国鶏(国産鶏を含む〉とその性能

育 生 50% 産 日

飼料要率求

平
20体平w均重齢成 存 守産

~ß !1s 
均

率 率 卵 卵

(0~20w) (21W-W) 週齢，日齢 率 重 重

シェーパースタークロス 288 95.0 
(21-77w) 

25-26w (7779w.8 〉 (77W) ( "':'77w) (7守吋 1270--
100-83.8 46.6 2.3 60.0 1410 

バプコック B-300V 97.0 (Z20 10~~7973w.5 〉 23w 
(21~80ゆ (社-80w) (2同O~ (21--80司 1270--
H.H72.6 45.7 2.43 60.8 1430 

ハイセックスホワイト 96.0 
(21-78w) 

162日
( ~78司 ( --78司 ( -78w) 

1300 100-86.6 74.8 2.50 61.7 

デカルブ XLーLINK 96~98 
(21-78w) 

171日
(78wう (78w) 

6(V748w2 〉1270--
100-94.0 76.3 46.6 2.3~2.6 1350 

ハイライン W-36 94-96 
(21-80w) 

171日
α0--80w) 

1320 1αト 90-94 2.3~2.5 

一 ー守 、ノ LSL 96~96 
(21-8Ow) 

23~24w 
鍾卵12ク丹〉

1350 1助→。寸95 2.5-2.6 61.5 

(21~7 8w) 168~ (78w) (78wう(2~納 (22--'78司 1180--
一 ツ クチッ ク E 95以上 100....;，88.9 1-75日 79.6 48.4 2.65 60.5 1410 

ノ 一 リ ン 1 0 1 
(0-150由 (151~450) 

159日
151-450) (151-'450) 。51-4日) (15r450) 

98.0 100~93.6 77.4 48.0 2.43 61.9. 

コ司F ト ウ 360-V 98.0 92.0 170日 80.0 50.0 2.34 62.5 

滝 111 ZP※ 
(0~150日〉 (151-450) 

151日
(151-4日)(151~450) 。51"""'450) (300日齢) (300日21

99.0 100.0 83.5 48.6 2.54 60.2 2047 

※ 53年度組合せ検定 450日齢終了成績

ているO これら鶏種(銘柄)の性能標準は表2に示

すとおりであり，鶏種による差は殆ど認められなし、。

しかしながら国産鶏が優れた経済性という質の面で

は外国鶏に追いついたものの，農家の必要羽数を大

量供給するための種鶏の量的保有は確保されていな

い。優良鶏の改良並びに増殖のための組織系統のモ

デルは作られているが(図 1)，種鶏増殖センタ-

dういった機関が担当するのか， 商業炉ベ一4引引ス刈沈Vにこ

込まれて行く体制は末だ整つていないO

北海道ではシェーパー，パプコック，ハイライン，

デカルプXL.-LINK， 後藤および農林 101などが

飼養されているが，全国的な性能標準に対し，北海

道の寒冷環境がどのような影響を与えているかなど

の一端は滝川畜試で行なわれている「北海道鶏経済

能力検定J)~;こよって示されているo ところがこの経
済能力検定に対し，出品するか否かは業者の自由に

まかせられており，外国鶏種のある銘柄(道内の主

要鶏種となっている)で、は，外国の種鶏業者との専

属契約の中で，能力については，アメリカ・カナダ

の成績で実証済みとして検定に出品しない取り決め

がされていて，検定成績は北海道で現在飼養されて

いる鶏種性能の満足のゆく指標となり切れていない。

この経済能力検定は昭和 40年度から実施されてい

て，マレック病が多発して検定を中止した 2年間

(43， 44年)を除いては毎年成績は公表され，内容

として 1群 50羽，単飼ということで農家の標準的

飼養方法と若干異なるため，成績がそのまま農家経

営に生かされるわけではないが，年次を重ねて行く

と，鶏種の性能がより明確にされたり，育種改良の

成果などが反映されるので，今後，北海道で現在飼

養されている主要鶏種の他に，近い将来飼養される

であろう鶏種についても選定を行い， ヒナの買上な

どの方法を検討しながら，養鶏農家と密着した成績

を出す必要があろう。

北海道養鶏の現状と飼養状況

北海道における採卵養鶏は総飼養羽数および成鶏

めす羽数とも，最近 10年間余では徴増の傾向を示

し，昨年生産調整の影響で僅かに減少した。飼養戸

数の減少は全国の傾向を上まわり，一戸あたりの飼

養羽数も全国平均の約1.8倍に達しているO 全国に

対する北海道の飼養羽数の構成害l治は近年 4.7%で

微増傾向を示してきた。飼養規模別では 10，000羽
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表 3 北海道における採卵養鶏の現況と推移

年 飼養農家数 飼養総羽数 1戸当り 成鶏めす羽数 産 卵 量 鶏卵の農家販売価格

戸 数
対前

羽 数
対前

飼養羽数 羽 数
対別

産卵量
対削

販売価格
対別

次 年比 年比 年比 年比 年比

年 戸 % 1000羽 % 羽 1000羽 % 100万個 % ヲ/lOkg % 
42 91，300 90.8 3，617 99.8 40 3，212 99.4 683 114.8 2，026 94.5 

43 79，380 86.8 4，817 133.2 55 4，164 129.6 895 131.0 1，986 98:0 

44 75，560 95.2 5，699 117.7 75 4，623 111.0 1，014 113.2 1，904 95.9 

45 65，380 86.5 6，256 110.4 96 5，226 112.8 67，705 116.8 1.863 9.7.8 • 46 50，158 76.7 6，724 107.5 134 5，452 104.3 71，970 106.3 1.826 98.0 

47 41，510 82β 6，763 100.6 163 5，560 102.0 71，713 99.6 1.938 106.1 

48 26，900 64β 6，056 89.5 225 5，110 9.1.9 72，931 102.1 2，247 115.9 

49 23，150 862 6，231 102.9 230 5，332 104.3 75，525 103.4 2，838 126.3 

50 19，275 832 6，582 105.6 341 5，367 100.7 78，989 104.5 3，134 110.4 

51 15，264 7.92 6，536 992 428 5，380 100.2 85，071 107.7 2，708 86.4 

52 12，190 79.9 7，133 109.1 585 5，811 108.0 88，036 103.5 2，980 100.0 

53 9，770 80.1 7，289 1022 746 5，863 100.9 88，278 100.3 2，4 68 82.8 

54 7，880 80.7 6，947 95.3 881 5，754 98.1 

農林水産省「畜産統計J [""鶏卵市場流通統計」
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以上を飼養する農家は全道の1.27%で， 飼養羽数 表4 採卵鶏の分布(54年 2月 1日現在)

の 3分の 2を占め， 1，0 0 0~9，9 9 9羽を飼養する農

家は全道の 6.36%で， 飼養羽数の 27.1%を占め，

300羽未満の零細な農家が全道飼養戸数の 9割を占

めているo 支庁別の分布は表 4に示したが，石狩，

十勝，胆振，空知，上)11の飼養羽数が多い。

北海道の各地にあった種鶏場あるいは騨卵場は吸

収統合されたり，育雛場になったり変遷をとげて昨

年 5月現在登録されている癖化業者と種卵収容能力

は表 5のとおりである。北海道で飼養されるコマー

シャル雛の大部分が，道内業者によって生産され，

ごく一部が本州から移入されているO 府化した雛は・w卵場又は種鶏場の直轄育雛場文は単協の共同育雛

センターで中雛又は大雛まで飼育され，採卵農家に

導入されるO

ブロイラー飼養戸数は昭和 41，42年頃の180戸

が 53年では 32戸と約 6分の 1に減少したが， 飼

養羽数では 42年の 27万 4千羽が 53年 57万 2千

羽と 2倍になった。北海道のブロイラー飼養は全国

の 0.5%しか構成していず， 5万羽以上 30万 羽を

飼養する農家は全道の 35.7%で道全体

の飼養羽数の 78.7%を保有しているO

以上の保有状況から飼養形態は種鶏場，

育雛場，採卵農家，ブロイラー農家に大

別することができ，いずれの飼養形態に

おいても，大型化し，鶏舎構造や換気施

設など養鶏先進地の飼養衛生技術がそっ

くりもち込まれた経営と除々に規模拡大

a首長行なわれてきた経営とがあるO 採卵養

‘罵農家は後者であり，例外的に都市近郊

から離れて，大規模な養鶏団地としてウ

インドウレスの大型鶏舎が採用されてい

るところもあるが，一般的な農家では 1

鶏舎の収容羽数が 1，00 0~5，0 0 0羽の断

熱構造を施こしたビニール鶏舎が殆どで

あるo 北海道養鶏の発展は 1960 年頃

から各地で試作され，比較的安価な施設

投資で済むピ、ニール鶏舎における，換気

断熱の環境コントロールなど技術的な問

題が克服されたことに負うところが大き

い。これらについては，飼養試験及び鶏

舎環境の基礎的なデーターが滝川畜試の

支庁名 飼養戸数 羽 数
成鶏めす 同左の構成
羽数 比

戸 1，000羽
石狩 380 1，3 1 2 1，084 1 8.8 

空知 1，830 1，1 3 7 821 14.3 

上川 1，360 696 6 1 1 1 0.6 

留萌 490 1 7 1 6 0.3 

渡島 270 329 300 5.2 

楢山 240 70 6 1 1.1 

後志 420 365 350 6.1 

胆振 530 1，050 927 1 6.1 

日 高 750 157 1 1 9 2.1 

十勝 700 1，240 9 8 1 1 7.0 

釧路 250 7 1 70 1.2 

宗谷 60 36 35 0.6 

網走 490 435 3 51 6.1 

根室 1 20 32 28 0.5 

合 計 7，880 6，947 5，754 100.0 

農林水産省「畜産統計」

表 5 登録ふ化業者一覧
(単位~1;000 g防

登録ふ化場名称 所在地 種卵収

住 所 民 名 容能力

夕張郡由仁町馬追 152
(株)北海道中央種鶏場

180 
原 和夫

深川市 7条 8番 32号
備a深川養鶏ふ卵場

30 
丹羽錦蔵

岩見沢市緑ケ丘 274番地 ホクレン中央種鶏場 298 

帯広市西 14条南 10丁目 十勝農協連帯広ふ卵場 1 34 

上川郡清水町南 1条 6丁目 18番 @め丸安森種鶏ふ化場 1 3 0 

河東郡音更町大通り 5丁目 5番地 (株)北海チック種鶏場 160 

上川郡清水町南2条 6丁目 北海道バプコック 318 

上川郡清水町字清水基線 48 1/ 756 

中川郡池田町字西 2条5丁目 16 松野整ー 48 

深川市文光町 1番 16号
(船タムラふ卵場

300 
田村幸作

苫前郡羽幌町南町 12番地の 2
羽幌ふ卵場

53 
川上文雄

千才市上表郡 1117番地の 3
株〉後藤ふ卵場北海道

200 
支社吉田久夫
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(畜産課調査，昭和 54年5月31日現お



検疫所|制)諜入動物その他の

動物用生物学的製剤
予防，器具の保管，
阻布，譲与，貸付

渡 辺 ら(1 9 67)叫こょっ泊されているo 捌鳴

に対し寒冷の影響を調べるため厳寒期の屋外飼育に
仲)，5)

よる鶏の生理反応について市川らの報告があるO

寒冷という特殊条件を除けば，北海道の飼養管理技

術は養鶏先進地の技術・研究の導入によるところが

多い。飼養管理技術の主要な研究課題としては，飼

育密度，光線管理，制限給餌，断l興，強制換羽など

多くの試験が行なわれ，6)その一部は現在なお継続さ

れているが，技術化され，普及しているものが多し、。

図 2 家畜衛生および防疫機構図笹産局衛生課資料〕

東京出張所
羽田出張所
清水出張所
名瀬出張所
北海道分室
徳之島分室
沖永良部島分室
名古屋支所
四日市出張所

神戸支所
大阪出張所
伊丹グ

門司支所
長崎出張所
鹿児島グ
板付 か

養鶏衛生対策と疾病発生状況

わが国の家畜衛生体制は，地域の家畜保健衛生所

を中核として，家畜の衛生体制並びに防疫上の諸対

策を組織的かつ迅速，的確に推進し，また国際防疫

にともなう輸出入家畜，畜産物について動物検疫所

を中心に検疫の強化をはかるため図 2のような機構

を整備しているO 家畜，畜禽の衛生対策の根幹は急

性伝染病の予防であり，国は家畜伝染病予防法を制

定し，この中で特に被害の大きい 24種の疾病につ

各種家畜衛生対策の企画推進
防疫事業の指導，補助金交付 • 

女(6)

国

際

防

疫

園

内

防

疫家畜衛生疾病予防
消毒，治療に関する

試験研究調査
家畜の生物学的製剤
の製造毘布
家畜衛生の技術講習

動物用生物学的製剤
及び薬品の検査 |雇入獣医師|ム (3.500)

• 
(41.12) 

女家畜防疫員 105名
備考※家畜防疫員 8.250名

ム雇入獣医師約 3.500名
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いて法定伝染病に指定し，予防と蔓延の防止措置を

講じているO 家禽については，鶏，あひる，七面鳥，

うずらを対象として，家禽ベスト，家禽コレラ，

ニューカッスル病， ヒナ白痢が指定され，届出の義

務，殺処分，移動制限などが義務づけられているo

さらに伝染性気管支炎，伝染性喉頭気管炎が伝染性

疾病として届出が義務づけられているo 届出義務は

診断した獣医師の責任で、あり，獣医師に診断を受け

ていない場合は養鶏農家の責任になっているO 届出

が年を追って正確に行なわれてきていることは疑い

ないが，不充分な面が今なお残っていて，多くの伝

染病を清浄化できない原因となっているO 従って農

.本水産省畜産局衛生課から公表される数字や，衛生

課が編集している家畜衛生週報の記事のみで，実際

の鶏病発生実態をつかむのは， きわめて難かしし、。

法定伝染病の中でも，家禽ベスト，家禽コレラは

現在日本になく，海外から持ち込まれないよう厳重

な検疫体制がしかれているO 表 6は全国の家禽保健

衛生所で検査をして，伝染病が発生したと判断され

表 7 伝染性疾病検査による発生状況
(昭和 51年北海道家畜衛生事業成績書)

表 6 家畜保健衛生所が検査し，摘発した伝染病発生県数

年 度 昭和 50 昭和 51 昭和 52

伝染性気管支炎 26 30 15 

伝染性喉頭気管炎 10 11 13 

マイコフ。ラズマ感染症 36 36 36 

'マ レッ ク 病 30 25 18 

リンパ性白血病 31 27 23 

伝染性コ、リーザ 31 37 31 

鶏脳脊髄 炎 8 8 3 

鶏 痘 24 18 13 

ガンボロ 病 7 4 6 

ロイコチトゾーン症 10 6 41 

コクシジウム症 32 36 36 

ブドウ球菌症 26 23 30 

大 腸 菌 症 17 16 18 

サルモネラ症 9 9 7 

封入体肝 炎 5 6 8 

アスペルギルス症 3 3 3 

病 名
市町 検 査 結 果

村数 検査戸数 検査実頭羽数 発生頭羽数 死亡とうlk

伝染性気管支炎 5 5 29，615 4，967 7 

伝染性コリーザ 16 30 75，948 22，789 540 

マイコフ。ラズマ症 40 110 21，896 6，881 127 

t 
白 血 病 13 16 1，460 20 10 

マ レック病 18 55 106，333 2，495 1，520 

鶏 痘 3 3 32，003 770 80 

コクネジウム症 13 25 2，300 258 120 

サルモネラ菌症 2 11 11，100 75 25 
鶏

伝フ染ァ性フリキウス病し

4 2 7，650 120 120 

封入体肝炎 2 4 3，250 60 60 

ブドウ球菌症 2 2 9，000 430 85 

大腸腸菌症 4 42 12，650 326 326 

カピ性肺炎 3 7 4，100 215 215 

ベロージス 2 3 390 17 17 

ロイコチトゾーム病 20 43 301 。 。
脳背髄炎 40 110 21，896 14 14 

τ
i
 

po 

(衛生課〉

た県数を示したもので，法定伝

染病以外でわが国の養鶏に損耗

をもたらす主要な疾病であるo

北海道での検査成績も概ね全国

の疾病および発生率など傾向は

同様と考えられる。しかし，こ

の数字は‘検査をした結果'で

あり，伝染病が発生していても

検査をされなかったものは含ま

れず実際の発生はこれより多い

と想像される。衛生対策の重点

は，家禽研究のための実験動物

としての鶏群， ワクチン製造用

種卵採取のための鶏群，一般採

卵鶏の種鶏としての鶏群，採卵

育成鶏群，農家の採卵鶏(成鶏)

群， ブロイラーなど飼養目的お

よび飼育規模によって違うため，

これら疾病の発生状況は鶏群毎

に異なる。従って，現在到達し

ている衛生管理技術や対策にお



いてなお発生が起こるのか，対策の効果が発揮され

ていないのかなど発生要因の解析が必要となるO

ここでは最初に飼養形態をこえて，清浄化の最重

点課題であるニューカッスル病とその防圧について

述べ，飼養形態から重要視される個々の疾病につい

て概説する。

1. ニュー力ッスル病

。病型と防庄 1926年英国のDoyle は，

New Castle地方に発生した鶏の伝染病からウイル

スを分離し，家禽ベストと異なる病気であることを

認め，本病をニューカッスル病 (ND) と名付けた。

日本では昭和 26年に発見され，家禽ベストと区別 l

し，法定伝染病に指定された。昭和 40年以降， そ

れまで、の呼吸器症状と神経症状を主徴とする「アメ

リカ型」とは違う，伝染力，病原性(致死性)が強

い「アジア型J (急性型， 胃腸炎型)が加わり，常

本病の病原体はパラミクソウイルス群に属し，鶏

のほかに，キジ，クジャク，七面鳥，雷鳥なども自

然感染をおこす。アヒル，ガチョウなどの水禽類も

感受性はあるが，普通は不顕性感染であるO 最近は

ベットのチャボ，ハッカン， ホロホロ鳥，金鶏，銀鶏

などに発生が見られているo ウイルスは潜伏期から

発病初期にかけてもっとも多く，糞， 口腔粘膜など

分泌液に多量排世され，発病のピ」ク時には糞 1[} 

中に約 100万羽の鶏を感染させるウイルスが含まれ

ているO またウイルスは~13内に移行し，介卵感染を

おこした汚染初生雛による伝播をひきおこす。 Iア

ジア型」に感染すると，鶏群は全体に食欲がなくな

り，曙眠，沈うつ， うずくまりなどの状態泊し，~
ちょうな緑色下痢便を排出する。クシャミ・ゴロゴ

ロなど異常な呼吸音や開口呼吸症状が見られ，発病

鶏は 1---3日の経過で、舞死するものが多く，産卵鶏

在化しているが，年々発生は少くなってきている( は殆ど産卵を停止するo Iアメリカ型」は「アジア

表 8)。北海道では昭和 43年下川町で， 4.6年空知， 型Jと同じく伝染力は強いが，症状，経過は慢性的

日高地方および 47年遠軽町のうずらにおける発生7 で，食欲不振とともに緑色下痢便・呼吸器症状が見

があったが9 常在化していない。

表 8 ニューカッスル病の発生報告

年 県 数 Fコ 数

40 5 116 

41 19 370 

42 42 2，114 

43 38 945 

44 25 482 

45 35 383 

46 32 19.8 

47 17 195 

48 18 133 

49 10 25 

50 8 17 

51 4 6 

52 7 16 

53 
9 ( 8月末) 4 

L..-.. 

羽 数

126，543 

446，4 9 2 

1，9.38，100 

902，016 

154，232 

290，273 

237，043 

325，176 

315，948 

123，336 

58，540 

12，205 

41，851 

84，992 

(衛生課〉

られ，発病後 5---7日経過すると回復に向かう。産

卵低下が見られ， 3 ---6週間休産するO 死亡率は幼

雛で 50---80%に達するが，成鶏では 5%前後であ

るO

一般に伝染病を防圧するには， 1. 抵抗鶏の育種，

2. 隔離飼育， 3. 感染鶏群の殺処分， 4. ワクチ

ンによる予防があるが，本病について， 1， 2は経

費の面で困難であり， 3については，迅速な発見・

診断と感染鶏群の殺処分という撲滅手段が有効であ

るが，常在化したわが国において撲滅手段をとれ圃‘

常在地の養鶏産業が崩壊すること，殺処分のため庁F

莫大な費用をどう負担するか，中等毒や弱毒のウイ

ルスによるNDの発生があり， 強毒株「アジア型」

との鑑別が難かしいことから， 4に比重がおかれて

いる。家畜用のワクチンは，ワクチンによる発病な

いしは死亡あるいは他の副作用などの危険が伴うと

しても，群又は地域の防疫のため得策だと考えれば，

敢えて危険を冒してワクチンを使用する場合があるO

この考えに基づき， Bl生ワクチンの導入を始めとし

た予防体制がとられた後も，表8に示されるように

41年から 3ヶ年の大流行の余波が 46年迄続く。

2) ニューカッスル病ワクチン NDが 1926

年発見されて以来多くの人がワクチンによって ND
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を予防しようと試み，ホルマリン.クリスタルヴァ

イオレットによってウイルスを不活化したワクチ

ンが開発され，免疫能を増強させる工夫がこらされ

1952年位迄には現在のND不活化ワクチンの基

礎がかためられたo 弱毒NDウイルスは副作用があ

り，わが国では 1960年代後半まで使用されなか

った。しかし， 1965年から全国に広まった「アジ

ア型JNDに対して生ワクチンは不活化ワクチンよ

り効果が高く，大規模養鶏場での省力的なワクチン

の要望もあって，わが国独自のND生ワグチンの効果

と安全性に関する試験が行なわれ， 196.7年秋以降

生ワクチンの使用が許可されているO 鶏病研究会で

.叩ワクチン接種プログラムの基本パターンを作

成し，途中 3回の改定を加えて， 1974年には表 9

に示す最新の考え方を公表8)しているo 考え方の基

本は， rすべての鶏群に適用できるワクチン接種プ

ログラムというものはなく，基本的なノミターンをも

とにして，立地条件，飼養形態，衛生環境， ND流

行状況を考えて，鶏群ごとのプログラムを作る必要

がある。他の疾病誘発の危険が少い組織培養 (TCN

D)生ワクチンが開発されたことを組み入れて，経

済寿命の聞に少くともブロイラーで 1---3回，採卵

鶏で 5---10回のワクチン接種を」必要としているO

2. 種鶏並びに実験動物における重要疾病

鶏病の特徴の一つに，介卵感染による病気の流行

があることはNDの項で、述べた。 ND以外に介卵伝

達をする疾病はヒナ白痢および鶏パラチプスなどサ

ルモネラ菌症，鶏白血病，マイコプラズマ症，鶏脳

-F炎，大腸菌症およびアリゾナ，ブ吋菌包

鎖球菌症などがあり，種鶏においては一般採卵鶏

より以上に，これら疾病対策を加えた厳密な衛生管

理が要求されるo 生ウイルスワクチンは鶏卵を利用

して製造するものが殆どであり，種鶏の中でもワク

チン製造のための種鶏はこれら病原体に freeで、ある

ことが条件となるo ND生ワクチンが早くから開発

された米国では， ワクチンの中にマイコプラズマが

入っていて大損害を経験しており，日本でも1974

年マレック病のワクチンを接種した鶏に発生した「

中抜け」現象は細網内皮症 (REV)ウイルスの汚染

を受けていたことが判明して，9)1977年にはワクチ

ン製造には病原微生物に汚染されていない SPF鶏

群の生産した種卵の使用を義務づける勧告がなされ

表 9. ニューカッスノル病(ND)ワクチン接種デログラム
(鶏病研究会)

危険度の高い地域用プログラム
1. 不活化ワクチン

基礎接種 補強接種

尻市布石〕第3回伝百五百〕

7日齢 2週齢来 4週齢 2カ月齢 4カ月齢以後3カ月毎
(0.2m.t) (0.2mのく0.5mめ(1.0m.t) (1.0mのも.0視の

来移行抗体の強い雛では，第 2回の接種量 0.2mtを0.5mtに
増量すると早期に比較的強い免疫が期待される。

2. 生ワクチン B1株

基礎接種 補強接種

厄E7長司第3回↓第4回一~
1~4 日齢 2週齢 4週齢 2カ月齢 以後3カ月毎
(1ト三一ス) (1ドース)(1ドース) (1ドース) (1ドース)

3. 生ワクチン (B1株)刊ミ活化ワクチン

基礎接種(B1株) 補強接種(不活化)

反面布石)第3回序ZE↓第5回 J 
1~4日齢 2週齢 4週齢幸 2カ月齢 4カ月齢以後3カ月毎
(1 ~久) (1ドース)(1ドース)(1.0mt) (1.0mt) (1.0m.t) 
事不活化ワクチンの補強接種は 2カ月齢から始めるのが望
ましいが 4週齢の B1株1ドースのかわりに，不活化ワク

チン 1.0m.tを接種しでもかなりの効果が期待できるo

4. 生ワクチン(B1株+TCND株)
基礎接種(B1株TCN瑚 補強接種(TCND株)

局面高司第3固反ZF↓第5回 ↓ 
1~4日齢剖圏齢炉5週齢 2--3カ月齢「肋月齢以後劫月毎帯

(Bl槻ドタ) ぐrCND株1内b
(B1株1臥) (1ト二ス)(1ドース) (1ト二ス〉

事補強接種の間隔をあまり短縮すると，再免疫が成立しな
いことがあるので注意を要するo

危険度の低い地域用プログラム
1.不活化ワクチン

基礎接種 補主主接種

↓第1回 J第2回↓第3回↓

3......4週齢 3~4カ月齢 6~7カ月齢以後4~6カ月毎

(05mの (1.0mの (1.0mの(1.0同
2. 生ワクチン(B1扮

基礎接種 補強接種

↓第1回ゆ2回 J第3回 i 
1~4日齢 3......4週齢 3......4カ月齢 以後3......4カ月毎
(1トLス) (1トLス) (1ト午ス) (1ドース)

3. 生ワクチン(TCND船
基礎接種 補強接種

↓第1回 J第2回↓第3回

4~5週齢 2~3カ月齢 4......5カ月齢以後6カ月毎
(1ドース) (1トーでス) (1ト二ス) (1ドース)

4. 生ワクチ、ベB1株)+不活化ワクチン
基礎接種(B1株〉 補強樹重(不活化)

日正〕第2回↓第3i ↓ 

1~4 日齢 3~4週齢 3~4カ月齢 以後 4~6カ月毎
(1トLス) (1ド引) (1.0mの (1.0mの
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ているO 鶏病研究のための実験動物としては，病原

はもとより抗体までも freeである必要があるので，

そういった SPF状態を維持するための特別な鶏舎

(FAPP鶏舎.filtered air under positive pre-

ssure type house)が必要となるO

1) ヒナ白痢およびその他のサルモネラ症 本

病は 1900年米国でヒナ敗血症として報告され，

その後 pullorumdisease と呼ばれるようになったo

ヒナ白痢は，本来，幼雛が白色下痢便を排世して，

高率に死亡する疾病であるが，中雛や成鶏になって

まったく無症状であるにもかかわらず，体内に病原

体を保有する保菌鶏が存在し，現在では保菌鶏を含

めて扱かわれているO わが国では 1940年以降，本

症が家畜伝染病予防法による防疫対象に組み込まれ，

国家的な規模による定期的な血清診断による保菌鶏

の摘発淘汰が実施されているO その結果当初 8.8% 

の陽性率が， 1960年には 2%台に低下し， 1975 

年には 0.004%に達しているO 北海道では1976年

は82，679羽中陽性 7羽 (0.008%)， 1 977年は

69，048羽中陽性 16羽 (0.002%) でいずれも自

衛殺処分しているO この検査には凝集反応が用いら

れ，当初非特異反応が多かったが，診断液の改良(自

家と国家検査法の進歩)が加えられその頻度は減少

はしているもののこの種血清反応の宿命的な問題と

して残る。

ヒナ白痢菌以外のサルモネラ菌症では，ネズミチ

プス菌， S. s of ia， S. IDf an tasなどが良く分離され

る。サルモネラ菌は人の食中毒の原因となり，いず

れも介卵伝達するので飼育管理，種卵の衛生的な鮮

卵が必要であるO

2) マイコプラズマ感染症 マイコプラズマ症

には，マイコプラズマ・ガリセプティカム (MG)

とマイコプラズマ・シノピェ(MS)とがあり， 日

本では 1962年MGが分離されたが，その以前から

マイコプラズマ症と見倣される気のう病変が存在し

ていた。 MSは関節における滑膜炎を主徴とするこ

とから，伝染性滑膜炎として紹介されていたが， M

sも気のう炎から分離され，.MGと同様鶏の呼吸器

病病原体として認識されるようになったo 1962年

MGの血・清調査で、は全国的に蔓延していることが確

認され， 1 8県の種鶏場の能力検定候補鶏の陽性率

は 21.4%に達していTこo しかし最近は種鶏に対す

る防庄対策が効を奏し，全国的に1976年の陽性率

は 3.44%に減少しているO 北海道では種鶏群で

1976年MG3.200羽中 20羽(0.6 3 %)， 1 977 

年MG. 1，803羽中 209羽， MS1，303羽中9羽陽

性であり採卵鶏群ではMG1 8，541羽中 6，854羽，

1977年MG14，.708羽中 6，771羽， MS5，983羽

中 2，862羽陽性であり， 採卵農家での陽性成績が

どの程度の損耗となっているか，および感染様式に

ついて今後解明の必要があるo MG，MSにはともに

マグロライド系抗生物質が有効であるが，以前 CR

Dと名付けられたようにヘモフィル人大腸菌，ブ

ドウ球菌などと混E合感染することにより，病性を悪

化させるので，北海道の飼養環境と本病の関係およ.

び廃鶏処理場における病勢の確認が必要と考えられ

るO

3) 鶏脳脊髄炎 (AE) 鶏脳脊髄炎は 1963年

三浦らが，北海道で臨床的に本病と良く似たヒナの

疾病を確認し，その後の血清学的な調査から，北海

道で広範囲に本病が浸潤していることを明らかにし

たo AEウイルスはピコルナウイルス群に属し，ウ

イルスは糞とともに排准され‘速やかに伝播し4，000

""""5，000羽の鶏群では 4""""5日で全群が感染する。幼

雛が本病に羅ると，一番さきに目に付くのは歩行異

常と頚部の振顧であるo このような雛でも食欲や飲

思は普通で餌や水を近付けると餌をついばみ水も飲

むが，元気な雛に踏まれて死亡する場合が多く，死

亡率は 10........2 0 %である O 幼雛の発症は多くの場合

介卵感染と考えられているが， ワクチンが普及して

殆どの種鶏が免疫されている現在，介卵感染はご当・

限られた場合のみであるo --

4) 鶏白血病 鶏白血病 (L.L)は病理形態学

的な分類が踏襲されてきたが，現在では病原学的研

究の進展により，鶏白血病ウイルスによる分類とし

て

1. リンパ性白血病(内臓型リンパ腫症)

2. 赤芽球症(赤芽球性白血病)

3. 骨髄芽球症(骨髄球性白血病)

4. 骨髄球症

5. 線維肉腫・内皮腫・腎腫蕩

6. 骨化石症

に分類されているO ウイルスはRNA型のウイルス

でA・B・C・D'E'FおよびHの亜群に分けられ，
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内部にはgs抗体と呼ぶ共通抗原を有しているO

野外の流行はA1IR群と B亜群でとくにA亜群が主流

を占めるo 感染経路は，感染母鶏から卵を介して伝

達される介卵感染雛が成長してウイルスをまき散ら

す飛沫感染で、あるO 一度感染すると，抗体が産生さ

れてもウイルスは鶏体から排除されにくく，持続感

染してウイルスは分泌物や糞に排、J世され，新たな接

触感染がおこるO 発病率は 3%前後で，感染しても

発症しない不顕性感染が多L、。発病には色々な因子

が関与しており，系統による差が見られるO リンパ

性白血病の発生は産卵開始前後から産卵ピーク期に

多発の傾向があり，全国統一課題調査では 12 1 --

a・50日に発生のピークがあり， 331--350日でも

発生が認められているO 治療法および実用的な予防

法は確立されていないが，実験室的な診断法として

壁光抗体法， COFAL (Comp1ement Fixation 

for Avian Leucosis) テスト， R 1 F (R e s i s-

tance Inducing Factor)テストがある。

3. 育雛施設における主要疾病と衛生対策

育雛の根本は感受性の弱いヒナを細菌，ウイル

スなど病原微生物から隔離飼育し，本来備わってい

る抵抗力を引き出すとともに，成鶏時に必要な免疫

能力を賦与することにあるo このため徹底した鶏舎

消毒と充分な空舎期聞を折り込んだ育雛計画が必要

であるO 導入又は府卵されたヒナはND~ マレック

病 (MD)，鶏痘 (FP)，伝染性気管支炎 (1B) ，伝

染性コリーザ (1C) などのワクチン接種，マイコ

プラズマ症予防のための薬剤投与，抗コクシジウム

jJの飼料添加，内寄生虫の駆虫及び断鳴など衛生プ

司距グラムに基づいて育成されるO 共同育雛場の育成

率は 1969年から 1970年にかけて 86%台の低位

に推移し:o〕滝川畜試の年次別疾病発生率においても

36.2%の損耗が発生し，この原因はマレッグ病の多

発にあった。その後鶏種の変更およびMDワクチン

の接種により，育成率は著しく改善され，現在に至

っている。

1) マレック病 マレック病は鶏にリンパ腫を

形成する疾病で，主として神経が侵されるものと，

内部諸臓器や皮膚，筋肉が侵されるものとがあるO

歴史的には 1907年ハンガリーのマレックが脚麻揮

を呈する疾病について報告したのが最初であるo

1957年頃から 8---10週齢のブ、ロイラーや産卵鶏

の育成雛にリンパ腫が多発し，若齢型の腫揚性病変

の強いものを「急性マレック病J，主として神経系

統に病変が分布するものを「定型的マレック病」と

呼ぶようになったが，ヘルベス B群に属する DNA

ウイルスによって起こることが Churchi 11 ( 1 9 6 7 

年)によって立証された。このウイルスは細胞結合

性が強く，細胞を破壊すると感染性が失われる特徴

を持つため，長い間ウイルス分離ができず，研究上

の障害となっていた。細胞遊離性のウイルスは皮膚

の羽包上皮細胞で産生され，フケとともに飛散して

感染源となる O 宿主に侵入したウイルスはウイルス

血症を起こし，内臓に病変をおこす急性型と神経系

がおかされるもの，眼がおかされるもの，皮膚や筋

肉がおかされるものに大別できるo 1969年川村に

よって発見された七面鳥から分離されたヘルベスウ

イルスは鶏に対する病原性が弱く， Wi tterらによ

りマレック病予防に有効であったことが発見され，

マレック病ワクチンとして世界的に広く応用される

ようになったO 一方日本でも阪大の加藤らによりマ

レックウイルス弱毒株によるワグチンが開発されて

いるo 1972年MDワクチンが普及してから，育成

率の向上は目覚ましく，北海道においても育成率95

%以上の育雛場も珍らしくなくなったJ。熱病研究会

では 1977年MDワクチン応用上の問題点を整理し，

公表している01)この中でも指摘されているが，ここ

し 2年MDワクチンを接種した雛に再びMDが発

生するようになり，時には 10--20%に及ぶことが

あり， ワクチンプレークには伝染性ファブリキウス

嚢病 (1BD)が介在するとの報告があり， 鶏病研

究会でもこのワクチンプレークの実態について調査

が始められた。

2) 伝染性気管枝炎 本病は 193.1年米国で最

初に報告されたウイルス性の呼吸器病でp 一般に I

B (Infectious Bronchitis) と呼ばれ死亡率は低

いが，感染速度が速く，卵巣，卵管が侵されるため，

産卵低下，卵質異常，無産鶏の発生が見られ経済的

損失が大きし、。 IBウイルスはコロナウイルスに属

し，感染鶏の気管粘液にもっとも多く含まれ，肺，

卵黄中に存在し，糞便にも排准される。本病は秋か

ら早春にかけて流行し，畜舎環境の激変により誘発

される。症状は軽重様々で，一夜にして鶏舎の全群

が異常な呼吸器症状を呈する。これは気管内のカタ
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ール性浸出物によるもので，開口呼吸，発咳が見ら

れるO 呼吸器症状と同時に緑色を帯びる下痢便又は

軟便が見られ， 10日間程持続した後， しだいに回

復するO 産卵異常は発病と同時に始まり，軟卵及び

小卵などが見られる。軽症の場合は，軟卵産出・産

卵低下も少し重症の場合でも死亡する鶏は極めて

少い。 1B に感染すると， MGやMSの血清反応が

一挙に高率に陽転することがしばしば経験され，中

し，七面鳥，ガチョウ，キジなどにも発症し，野鳥

にも感染する。わが国では鶏冠，顔面，に発症

する皮膚型の発生は少くなり，咽喉頭や気管粘膜に

発生する粘膜型鶏痘の発生がふえているO 粘膜型の

病変は最初咽喉頭，気管などに白い斑点として現わ

れ，しだいに大きな壊死性の灰褐色結節となり，呼

吸や誕下困難となるO 本病の予防には鳩痘ウイノレス

由来と鶏痘ウイルス由来の生ウ吋ルスワクチンが使

-大雛ではこの発病がきっかけとなって CRDに移 用されているO

行ずること，大腸菌症の誘発，さらに腎炎から尿酸 5) 伝染病ファブリキウス嚢病 1957年米国

塩沈着症などをおこしその被害は相当大きいと云わ

れている O 北海道では 1976年 29，615羽中4，967

羽の陽性を示した。本病の被害を最小限にくいとめ

る目的でワクチンが使用されているが，接種プログ

ラムについては 1978年鶏病研究会が公表してし、る。

ワクチン使用上の注意事項として，生ワクチンでは

NDBl株以上に接種反応が強いものがあり， 他病誘

発防止のため使用前後に抗生物質を投与するなど管

のブロイラー主産地デ、ルマルノミ一地方ガンボロ郡に

初発し，ガンボロ病と呼ばれたが，現在は特異的な

病変発現部位から，伝染性ファブリキウス嚢病 (1e
BD) と名付けられている。本病による病変は軽微

であり，当初，産業的な影響は少いと考えられてい

たが，ウイルスが Bリンパ球を標的細胞として増殖

するので免疫不全となり，抵抗性減弱の結果，他の

病気を誘発することが証明されている。全国的な抗

理面の注意を促しているo 体調査では 1970年 51.3%， 1972年 51.3%に

3) 伝染性ロリーザ (1C) 本病の原因菌は従 抗体保有が認められているが，不顕性感染例が多し、。

来Haemophilus gallinarum によっておこるとさ

れていたが，最近新たな分類が提案され，野外発生

の多くは発育素のV因子のみを要求する Hoemophi-

lus Paragallinarum(HPG)によっておこるこ

とが解明されたo 伝播は病鶏との接触や空気伝染に

よってもおこるが， もっとも重要な伝播経路は飲水

であるO 本症は日齢を問わず発生するが 4ヶ月--12

ヶ月齢鶏が高い感受性を有するO 症状は鼻汁の排准，

顔面の浮腫性腫脹，流涙などで病鶏の鼻汁には 1m.e 

あたり 106
--1 08個の菌数が含まれているO 予防に

は 1969年死菌ワクチンが開発され， 1971年以

降市販されているO このワクチンはHPGA型菌で

作られ， ワクチンの普及によりわが国の ICによる

損耗は著しく軽減された。しかし最近HPGC型菌

による典型的な発症が見られ，流行地で別々のワグ

チンを使い分けるか，両菌型の混合ワクチンを開発

するか，今後の検討課題となっているO 北海道での

発生は表 7に示したが，野外のより詳しい調査が必

要であるO

4) 鶏痘 (FP) 鶏痘は戦前の小規模養鶏時代

から発生しやすく，経済的損失の大きいことで知ら

本症単独では経過は 1--7日と短かく，症状はまた

たく聞に消失するO 感染率はほぼ 100%と考えら

れているが，致死率は 0.5....:.40%と低し、。 本症は

封入体肝炎， コクシジウム症， N D， (MD) ， 1 B， 

1LTなどの免疫効果を抑制したり，病勢を増悪さ

せることが知られ，最近鶏貧血性Agentの発症に

も関与することが明らかにされた013)現在生ワクチ

ンの開発が進められているが，どのような場合に使

用するかについての検討が必要であろう。 .. ・
6)鶏コクシジウム症 古くから鶏の病気と L-

て重要視され， 1940年頃から薬剤による予防が行

なわれてきた。 1960年頃から薬剤の飼料添加が一

般化されたため，薬剤耐性株が蔓延し，飼料安全法

が施行されるに及んで，薬剤一辺倒の予防に対し免

疫学的な予防法が検討され始めたが，実用化にはま

だ遠L、。現在コクシジウム症の病原体としては 9種

類が報告されているO コクシジウムの感染は胞子を

形成したオーシストを経口的に接種した場合におこ

るので，オーシストの伝播を防ぐため衛生環境の整

備を重点とし，オーシスト殺滅剤・予防剤を用いて

予防・治療するO 予防剤としてはアンプロリウム，

れていたo FPウイルスはポックスウイルス科に属 スルフアキノキサリンの合剤，塩酸ロベニディン，

-66-



フロピドール， ゾーリン，デコキネート，ナイカル

パジン，モネンシンの 8種目が使用許可されているO

7) その他の疾病 伝染性喉頭気管炎 (1LT) 

は 1977年東北地方で発生があり本道への危険が高

まったが，常在化せず，北海道では未発生である。

ロイコチトゾーン病は道南松前郡福島で 1975年9

--10月にかけ発生が見られたが， 14)それ以降の発

生はなし、。

4. 採卵鶏の衛生対策と損耗

農家においては，育成時に賦与された免疫効果が

充分に発揮されるよう畜舎環境を整えるとともに，

免疫能が低下し，感染ないしは発症を防止する効力

.失った時点でワクチンを再接種しなければならな

L 、。再接種前には前回の免疫が残っていると再接種

の効力が真駒されなし、。このように再接種時付近は

免疫効果の谷間となるため， ワクチネーションのみ

で鶏群を伝染病から守ることは不可能であるO 農家

における衛生対策の重点は感染経路対策と感染原対

策で，前者は徹底した隔離飼育による病原の持ち込

みを拒否することであり，後者で、は病気が発生した

場合，できるだけ速やかに病鶏の除去(隔離)，保

菌(毒)鶏の除去を行う一方，へい死鶏は焼却また

は埋却などして病原微生物をその場で絶滅させなけ

ればならなし、。農家における損耗については 1973

表 10 ブロイラーの防疫プログラム(例〉

週齢 。 1 2 3 4 

表 11 食鳥処理場サーベイ事業結果の一部(異常の上位

5位まで)

年 51 52 

処 理 場 683 595 

検 査 数 2，5 44，247 2，339，1 70 

異 (%戸前弘 〕 数 234，247 1 22，76 2 
( 9.2 ) ( 5.2 ) 

原因不症肝明D 
27.6% 10.6% 

コクシジウム 1 5.3 18.6 
脂肪 1 5.2 1 4.6 
C R 10.7 1 7.1 
マ レッ ク病 8.4 9.9 

異
肝気気 の 臓肺う

21.0 (%) 9.4 (%) 

'常
1 9.0 17.0 
1 5.4 1 1.6 

器
皮管・腸筋ー 肉 1 1.6 22.5 

'官 5.4 5.4 

'---ーーー

注)腸:十二指腸，小腸，盲腸 (衛生課)

--1 976年の調査において10)損耗の 6割が脱紅カン

ニパリズム，事故死で疾病としては腹膜炎，ブドウ

球菌症， LL， MD，卵巣疾患などが見られた。九州

の森らによる試験場の無淘汰飼養群の舞死鶏の調査

では，白血病，不明死，腹膜炎，尿酸塩沈着症，卵

堕症，圧死，腫湯削痩， ロイコチトゾーン症，脱HI

の順に多発し71:)滝川畜試の最近 3年間ではMD，

5 6 7 8 9 10 

LL，削痩，腫湯，

肝破裂，腹膜炎の順

で多発していたo16)

5. ブロイラー

ニューカッスル病
NDV(D1B W ドI)ズ生ワク ND(BI)生ワク ND(BJ)生ワク

.叉1ドはーSスPBW .'又1はドーSPズDW
ブロイラーは表10

のような衛生プログ

ラムを基本に，常に

感受性の高い雛が導

入されるため徹底的

な消毒と空舎期間が

必要とされる。表11

は全国の食鳥処理場

における 1回の検査

約 100羽，年間 24

回の検査結果で，病

変からコクシジウム

症， CRD，脂肪肝，

MD， LL，大腸菌症

接
鶏 痘 1 ドース~

種 v 

薬 C.9 R， D 3日 3日 3日抗生物質製剤(飼料叉は飲水添加)
++ 骨+ 件(必要に応じて)

剤
コクシジウム症 ス(ル必フ要アUジEメじトてキ)シ冷基剤 3日 3日

奇争 +シ

投
2日 2日ストレス対策
骨+ +歩

与 そ の 他

検
N D H 1価

コクシ・オ'-'.%スト

査

位)(1)上記のほかマレックワクチンを接種する場合は，ふ化場において初生ヒナに接種する。

(劫 DW:飲水， SP:スプレー， WW:翼膜せんし
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が多く，北海道でも LL， CRD， コクシジワム，

脂肪肝が見られている。

以上北海道養鶏の現状と鶏病について概説したが，

今後北海道養鶏がさらに大きく飛躍するため，基本

的な問題点について若干の指摘を行ってみたし、。

昨年，北海道養豚研究会は創立10周年を迎えて

会員は 700名を越え，さらに大きく発展しようとし

ている。この組織は研究者，技術者，生産者が一体

となって北海道養豚の発展を目標に，育種，飼養，

繁殖，衛生，畜産物，経営，市場流通などの分野に

おける問題点を探り，解決方向を模索しているO 養

鶏先進地のデルマルパーで、は，ブロイラー産業の継，

続的な発展のため，養鶏産業協会を組織し，① 穀

物と家禽の研究，② 研究会，ゼミナール，研修会，

③ 消費者情報，④ 家禽生産の推進などの事業を

行っているO 現在北海道養鶏においては，経営規模

拡大に伴い，府卵(種鶏)，育雛(成)，採卵部門

が専門化して，産業的な面から見れば，地域複合的

要素をもちながら，相互の連絡，交流などは少し

養鶏を総合的に発展させてゆく基盤作りが，養豚の

場合に比べ弱いといえよう。

衛生分野では，昨年，北海道家畜衛生技術協議会

が設立され，技術者及び研究者の密な連繋が展開さ

れつつあり，この中で「今後の家畜衛生の課題につ

いて，伝染病の比重が減少し，地域で発生する疾病

に重点を移す必要性が指摘され， r環境性疾患』の

対策はこれからの研究面における重要課題」とされ

た。鶏病支場では，最近の研究の中で"疾病発生誘

因"の解明，とくに野外の疾病発生解析「病原体十

宿主+誘発因子」に重点があてられているO 本道に

おいても，こういった衛生研究を基礎にして，生産

者と一体となった鶏病発生の事例解析と衛生対策の

根本となる疾病(損耗)発生の地道な探索(疾病調

査活動)が一層重要となるO
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